
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

基

本

測

量

の

終

了

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

【

教

育

委

員

会

】

○

行

政

行

為

等

の

重

要

書

類

に

使

用

す

る

公

印

の

教

育

委

員

会

一

部

改

正

岡

山

県

公

報

平成２６年１月１０日 第１１５４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

住
友
電
工
焼
結
合
金
株
式
会
社

住
所

岡
山
県
高
梁
市
成
羽
町
成
羽

番
地

2
9
0
1

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

林
哲
也

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
住
友
電
工
焼
結
合
金
株
式
会
社

所
在
地

岡
山
県
高
梁
市
成
羽
町
成
羽

番
地

2
9
0
1
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設

65 酸又はアルカリによる表 63－イ 金属製品製造業の用
種 類 面処理施設 に供する焼入れ施設

能 力 96個／日 1,800kg／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後２日 着手後14日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後５日 完成後７日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 間欠３時間 連続24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0 0.036 0 0.03
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 13～14 13～14 10.1 10.1
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／ℓ） 0.7 0.9 15 15
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／ℓ） 0.7 0.9 40,000 40,000

Ｓ Ｓ（㎎／ℓ） 3.1 3.6 0 0

油 分（㎎／ℓ） 10,300 12,300 0 0

Ｔ－Ｎ（㎎／ℓ） 0 0 0.28 0.28

Ｔ－Ｐ（㎎／ℓ） 0 0 0 0

大腸菌群数 個／cm - - - -（ ）3

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする｡

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成26年１月10日から同月31日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び高梁市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

高
梁
旭
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
鳥
越
上
一
六
二
九
番

三
七
・
〇

一
地
先
か
ら

六
・
二
～

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
鳥
越
一
六
三
二
番
地

一
一
・
六

新

先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
鳥
越
上
一
六
二
九
番

三
七
・
〇

一
地
先
か
ら

五
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
鳥
越
一
六
三
二
番
地

五
・
四

旧

先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

高
梁
旭
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域
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別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
権
現
一
六
一
九
番
一

六
〇
・
〇

地
先
か
ら

六
・
六
～

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
土
橋
上
ミ
切
一
六
一

三
二
・
〇

新

五
番
二
地
先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
権
現
一
六
一
九
番
一

六
〇
・
〇

地
先
か
ら

三
・
五
～

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
土
橋
上
ミ
切
一
六
一

六
・
〇

旧

五
番
二
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

勝
央
仁
堀
中
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
大
部
二
七
六
番
一
七

二
六
五
・
〇

地
先
か
ら

六
・
〇
～

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
水
藤
一
一
五
四
番
一

四
五
・
〇

新

地
先
ま
で

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
大
部
二
七
六
番
一
七

二
六
六
・
〇

地
先
か
ら

二
・
五
～

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
水
藤
一
一
五
四
番
一

一
一
・
五

旧

地
先
ま
で

平成２６年１月１０日　岡山県公報　第１１５４９号



一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

園
井
里
庄
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
梶
屋
敷
二
九
一
番

一
八
〇
・
〇

一
地
先
か
ら

新

一
三
・
〇
～

二
〇
・
〇

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
中
須
賀
五
九
五
番

一
地
先
ま
で

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
梶
屋
敷
二
九
一
番

一
八
〇
・
〇

一
地
先
か
ら

旧

一
一
・
〇
～

二
〇
・
〇

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
中
須
賀
五
九
五
番

一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

中
西
川
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
里
字
土
井
八
八
二
番
一
地
先
か

二
五
・
〇

ら

六
・
五
～

久
米
郡
美
咲
町
里
字
畑
ヶ
田
八
七
一
番
一
地
先

一
一
・
八

新

ま
で
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久
米
郡
美
咲
町
里
字
土
井
八
八
二
番
一
地
先
か

二
五
・
〇

ら

四
・
三
～

久
米
郡
美
咲
町
里
字
畑
ヶ
田
八
七
一
番
一
地
先

一
〇
・
二

旧

ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

高
梁
旭
線

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
鳥
越
上
一
六
二
九
番
一
地

平
成
二
十
六

先
か
ら

年
一
月
十
日

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
鳥
越
一
六
三
二
番
地
先
ま

で久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
権
現
一
六
一
九
番
一
地
先

か
ら

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
土
橋
上
ミ
切
一
六
一
五
番

二
地
先
ま
で

勝
央
仁
堀
中

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
大
部
二
七
六
番
一
七
地
先

線

か
ら

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
水
藤
一
一
五
四
番
一
地
先

ま
で

園
井
里
庄
線

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
梶
屋
敷
二
九
一
番
一
地

先
か
ら

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
中
須
賀
五
九
五
番
一
地

先
ま
で
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中
西
川
線

久
米
郡
美
咲
町
里
字
土
井
八
八
二
番
一
地
先
か
ら

久
米
郡
美
咲
町
里
字
畑
ヶ
田
八
七
一
番
一
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

羽
島
東
地
区

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

一
号
と
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

岡
山
県
倉
敷
市
羽
島
字
妙
見
下
八
五
二
番
三

一
号

〃

〃

〃

字
岩
山

一
〇
〇
〇
番
二

二
号
か
ら
十
号
ま
で

〃

〃

〃

字
戎
田

八
七
一
番
二
地
先
道
路
敷

十
一
号

〃

〃

〃

字
妙
見
下
八
五
八
番
地
先
道
路
敷

十
二
号

〃

〃

〃

〃

八
五
六
番
一
地
先
道
路
敷

十
三
号

〃

〃

〃

〃

八
五
六
番
二
地
先
道
路
敷

十
四
号
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〔
三
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
も
っ
と
燃
え
ろ
岡
山

三

代
表
者
の
氏
名

池
宗

俊
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
茶
屋
町
一
六
九
〇
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岡
山
県
内
外
に
居
住
す
る
音
楽
・
芸
術
・
文
化
に
興
味
の
あ
る
人
々
に
対
し
て
、

音
楽
・
芸
術
・
文
化
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
・
お
祭
り
な
ど
の
事
業
を
行
い
、
岡
山
県
の
文
化
芸
術
の

振
興
お
よ
び
観
光
客
の
増
加
に
よ
る
岡
山
県
の
経
済
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
四
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
く
ら
し
き
総
合
福
祉
人
材
育
成
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

平
木

章
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
連
島
一
丁
目
三
番
二
七
号
く
ら
し
き
総
合
福
祉
専
門
学
校
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
総
合
的
に
福
祉
に
関
連
す
る
分
野
、
特
に
、
保
健
・
医
療
・
介
護
・
福
祉
・
教
育

に
関
連
す
る
各
分
野
の
事
業
に
お
い
て
、
各
々
の
事
業
所
に
従
事
す
る
者
、
若
し
く
は
、
こ
れ
か
ら

同
事
業
所
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
教
育
・
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
等

を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
個
々
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
計
る
活
動
を
展
開
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
総

合
的
に
福
祉
に
関
連
す
る
分
野
の
人
材
の
裾
野
を
広
げ
る
活
動
を
行
っ
て
い
く
と
同
時
に
、
各
事
業

者
間
相
互
の
連
携
を
計
る
こ
と
に
よ
り
、
関
連
分
野
の
就
職
希
望
者
と
の
雇
用
機
会
を
広
げ
、
ト
ー

タ
ル
的
な
就
労
支
援
を
展
開
す
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
、
安
心
安
定
し
た
地
域
社
会
の
構
築
に

寄
与
す
る
。
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〔
五
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
た
か
く
ら
村

三

代
表
者
の
氏
名

下
山

智
久

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
上
高
倉
一
六
四
九
番
地
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
倉
の
も
つ
歴
史
や
文
化
、
自
然
な
ど
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
及
び
ま
ち
づ
く

り
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
市
民
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
支
援
す
る
こ
と
を
通
じ
て
高
倉

の
魅
力
を
高
め
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
と
文
化
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
六
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
玉
水
の
ふ
る
里

三

代
表
者
の
氏
名

森
脇

督

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
若
代
三
四
一
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
真
庭
市
民
等
に
対
し
て
、
過
疎
対
策
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
活
性
化
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交

通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

岡
山
市
、
倉
敷
市
、

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
現
地
調

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日

笠
岡
市
、
高
梁
市
、

査
）

瀬
戸
内
市
、
和
気
郡

和
気
町

平成２６年１月１０日　岡山県公報　第１１５４９号



〔
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
占
見
五
六
八

七

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
九
三
二

五

－

坂
上

知
晃

坂
上

希
実

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
六
号
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〔
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
占
見
一
〇
一
一

三
、
一
〇
一
一

五
、
一
〇
一
一

六
、
一
〇
一
二

三
、

－
－

－
－

一
〇
一
二

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
六
六
八

三

ビ
ィ
ア
ー
レ
金
光
Ａ

二
〇
一

－
－

渡
邊

伸
雄

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
九
四
号
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〔
一
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
三
須
字
半
妻
四
八
九

一
三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
三
須
四
八
九

五

－

坂
本

英
克

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
九
三
号
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号
（
岡
山
県
教
育
委
員
会
公
印
の
寸
法
及
び
管
理
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
行
為

等
の
重
要
書
類
に
使
用
す
る
公
印
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

別
図
五
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
十
七

※

印
影
（
別
図
五
十
七
）
に
つ
い
て
は
、
省
略
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